
　
令
和
２
年
度
の
財
政
状
況
で
す

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
歳
入
の
根
幹

で
あ
る
税
収
は
、
当
初
予
算
額
は

確
保
で
き
る
も
の
の
前
年
度
実
績

を
下
回
る
見
通
し
で
あ
る
一
方
、

歳
出
で
は
、
大
網
病
院
の
収
益
悪

化
に
伴
い
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰

出
金
の
増
加
が
見
込
ま
れ
、
収
支

全
体
で
は
一
段
と
厳
し
さ
を
増
し

て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
12
月
補
正
予
算
で

は
、
追
加
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
に
要
す
る
経
費
の

全
額
を
県
か
ら
の
補
助
金
で
賄
う

ほ
か
、
そ
の
他
の
事
業
も
可
能
な

限
り
国
や
県
の
補
助
金
を
活
用
し
、

財
源
の
確
保
を
図
り
ま
し
た
。

　
令
和
３
年
度
の
予
算
編
成
で
は
、

策
定
作
業
を
進
め
て
い
る
次
期
総

合
計
画
が
初
年
度
を
迎
え
る
こ
と

か
ら
、
計
画
が
円
滑
に
ス
タ
ー
ト

で
き
る
よ
う
、
緊
急
性
や
優
先
度

に
配
慮
し
な
が
ら
、
計
画
的
に
諸

施
策
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
歳
入
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
景
気
や

雇
用
環
境
の
悪
化
な
ど
か
ら
、
市

税
の
減
収
が
見
込
ま
れ
る
一
方
、

歳
出
は
、
社
会
保
障
関
係
費
や
会

計
年
度
任
用
職
員
に
係
る
人
件
費

の
増
加
の
ほ
か
、
病
院
事
業
会
計

へ
の
多
額
の
繰
出
金
が
見
込
ま
れ
、

本
年
度
に
も
増
し
て
厳
し
い
状
況

に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
令
和
３
年
度
の
予

算
編
成
は
、
現
在
の
厳
し
い
財
政

状
況
を
踏
ま
え
、
全
庁
一
丸
と
な

っ
て
歳
入
・
歳
出
に
わ
た
る
徹
底

し
た
見
直
し
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、
新
規
事
業
は
原
則
と
し
て
実

施
を
見
送
り
、
真
に
必
要
な
事
業

を
厳
選
す
る
ほ
か
、
本
年
３
月
に

策
定
し
た
「
財
政
健
全
化
に
向
け

た
緊
急
的
な
取
組
み
」
を
着
実
に

実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
持
続
可

能
な
財
政
運
営
を
目
指
し
ま
す
。

　
な
お
、
人
件
費
の
削
減
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
職
員
団
体
と
の

協
議
を
重
ね
て
き
ま
し
た
が
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
る
業
務
量
の
増
加
や
職
員

の
精
神
的
負
担
の
増
大
な
ど
を
考

慮
し
、
本
年
度
は
給
与
の
カ
ッ
ト

や
手
当
の
引
き
下
げ
は
行
わ
な
い

こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
令
和
３
年
度
を
初
年
度
と
す
る

第
６
次
総
合
計
画
は
、
総
合
計
画

審
議
会
で
の
議
論
や
市
民
の
皆
様

か
ら
い
た
だ
い
た
意
見
・
提
案
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
基
本
構
想
案
・

前
期
基
本
計
画
案
の
策
定
作
業
を

進
め
て
き
ま
し
た
が
、
基
本
構
想

案
の
策
定
が
完
了
し
た
こ
と
か
ら
、

今
議
会
に
議
案
を
提
出
し
ま
し
た
。

　
前
期
基
本
計
画
案
は
、
審
議
会

で
の
審
議
が
最
終
段
階
に
入
っ
て

い
ま
す
。
今
後
、
議
会
で
の
議
論

や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
よ
る

意
見
な
ど
を
踏
ま
え
、
本
年
度
内

に
策
定
し
ま
す
。

　
昨
年
、
県
内
各
地
に
大
き
な
被

害
を
も
た
ら
し
た
台
風
等
の
一
連

の
災
害
を
踏
ま
え
、
災
害
発
生
時

に
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
で
き
る

体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
民
間
事

業
者
と
の
災
害
協
定
の
締
結
を
進

め
て
い
ま
す
。

　
９
月
28
日
に
は
、
段
ボ
ー
ル
製

造
業
者
で
あ
る
セ
ッ
ツ
カ
ー
ト
ン

㈱
と
「
段
ボ
ー
ル
製
品
の
調
達
に

関
す
る
協
定
」
を
、
11
月
12
日
に

は
、
千
葉
三
菱
コ
ル
ト
自
動
車
販

売
㈱
・
三
菱
自
動
車
工
業
㈱
と

「
電
動
車
両
等
の
支
援
に
関
す
る

協
定
」
を
、
11
月
18
日
に
は
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
コ
メ
リ
災
害
対
策
セ
ン

タ
ー
と
「
物
資
供
給
に
関
す
る
協

定
」
を
そ
れ
ぞ
れ
締
結
し
ま
し
た
。

ま
た
、
大
網
病
院
で
も
、
災
害
時

に
お
け
る
水
の
確
保
に
向
け
、
山

武
郡
市
広
域
水
道
企
業
団
と
「
上

水
の
供
給
に
関
す
る
協
定
」
を
締

結
し
ま
し
た
。

　
一
連
の
災
害
に
よ
り
被
災
し
た

方
々
へ
の
支
援
の
状
況
で
す
が
、

農
業
用
施
設
は
、
11
月
末
現
在
、

対
象
者
１
６
７
人
の
う
ち
１
０
９

人
へ
の
交
付
を
完
了
し
、
残
る
対

象
者
に
対
し
て
も
、
速
や
か
に
補

助
金
を
交
付
し
ま
す
。
ま
た
、
住

宅
の
修
繕
は
、
11
月
末
現
在
、
応

急
修
理
が
18
件
、
補
助
金
交
付
が

２
６
８
件
と
い
う
状
況
で
す
が
、

本
事
業
は
、
国
・
県
か
ら
本
年
度

末
を
も
っ
て
終
了
す
る
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
２
月
15
日

で
申
請
受
付
を
締
め
切
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。
今
後
、
利
用
を
希
望

す
る
方
の
申
請
漏
れ
が
無
い
よ
う
、

改
め
て
十
分
な
周
知
に
努
め
ま
す
。

解
消
す
る
た
め
、
増
穂
地
区
と
白

里
地
区
で
運
行
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
は
、い
ず
れ
も
令
和
３

年
内
に
運
行
期
間
が
満
了
し
ま
す
。

　
こ
の
う
ち
、
３
月
末
に
期
間
満

了
と
な
る
増
穂
地
区
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
に
つ
い
て
は
、
11
月
16

日
に
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実

施
し
、
次
期
運
行
候
補
者
と
し
て

「
千
葉
中
央
バ
ス
㈱
」
を
選
定
し

ま
し
た
。

　
９
月
末
に
運
行
期
間
が
満
了
す

る
白
里
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
、

通
称
「
は
ま
バ
ス
」
に
つ
い
て
は
、

市
街
地
ル
ー
ト
の
新
設
に
よ
り
、

平
均
乗
車
人
数
は
増
加
し
て
い
ま

す
が
、
依
然
と
し
て
目
標
の
乗
車

人
数
に
は
達
し
て
い
な
い
の
が
現

状
で
す
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
、
高
齢
者
の
移
動
手
段
の
確
保

や
費
用
対
効
果
な
ど
の
課
題
を
勘

案
し
た
上
で
、
白
里
地
区
の
公
共

交
通
の
あ
り
方
や
方
向
性
に
つ
い

て
、
改
め
て
地
域
公
共
交
通
活
性

化
協
議
会
で
議
論
を
い
た
だ
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
本
市
で
は
、
企
業
誘
致
条
例
を

改
正
す
る
と
と
も
に
、「
市
街
化

調
整
区
域
に
お
け
る
土
地
利
用
方

針
及
び
地
区
計
画
運
用
基
準
」
を

制
定
し
、
市
を
挙
げ
て
Ｊ
Ｒ
大
網

駅
周
辺
お
よ
び
国
道
１
２
８
号
沿

道
に
お
け
る
商
業
施
設
等
の
誘
致

に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
功
を
奏

し
、
企
業
誘
致
条
例
に
規
定
す
る

奨
励
措
置
適
用
事
業
所
の
指
定
第

１
号
、
土
地
利
用
方
針
お
よ
び
地

区
計
画
運
用
基
準
の
適
用
第
１
号

と
な
る
㈱
コ
メ
リ
の
ホ
ー
ム
セ
ン

タ
ー
が
、
11
月
19
日
、
国
道
１
２

８
号
沿
道
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
今
後
も
、

大
網
駅
周
辺
や
国
道
１
２
８
号
沿

道
へ
商
業
施
設
等
の
誘
致
を
促
進

す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
内
産
業
の

活
性
化
や
雇
用
の
確
保
、
税
収
増

に
つ
な
げ
ま
す
。

　
令
和
３
年
度
を
初
年
度
と
す
る

「
障
が
い
者
計
画
・
障
が
い
福
祉

計
画
・
障
が
い
児
福
祉
計
画
」
は
、

昨
年
度
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の

結
果
の
ほ
か
、
国
か
ら
示
さ
れ
た

基
本
指
針
、
本
市
に
お
け
る
障
が

い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
実
績
等

を
踏
ま
え
、
計
画
案
の
作
成
を
進

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
障
が
い
の
あ
る
方
の
日
常
生
活

を
地
域
全
体
で
支
え
る
仕
組
み
の

構
築
に
向
け
、「
障
が
い
者
計
画

等
策
定
懇
談
会
」
で
い
た
だ
い
た

意
見
や
、
今
後
実
施
す
る
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
よ
る
市
民
の
皆

様
か
ら
の
意
見
を
参
考
に
し
な
が

ら
、
年
度
内
の
策
定
に
向
け
取
り

組
み
ま
す
。

　
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
へ
の
医
療

費
等
の
助
成
は
、
11
月
１
日
以
降
、

こ
れ
ま
で
の
償
還
払
い
方
式
か
ら

医
療
機
関
で
自
己
負
担
額
の
み
を

支
払
う
現
物
給
付
方
式
へ
と
変
更

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
対
象
者
４

４
２
人
に
対
し
て
受
給
券
を
発
送

し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
市
で
は
、
10
月
26
日
、

食
生
活
や
熱
中
症
対
策
な
ど
の
分

野
で
普
及
啓
発
に
取
り
組
ん
で
い

る
大
塚
製
薬
㈱
と
「
市
民
の
健
康

増
進
等
に
関
す
る
連
携
協
定
」
を

締
結
し
ま
し
た
。

　
市
内
の
公
共
交
通
空
白
地
域
を

　
大
網
駅
東
土
地
区
画
整
理
事
業

は
、
残
る
建
物
１
棟
の
地
権
者
と

の
移
転
協
議
が
整
わ
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
10
月
14
日
に
土
地
区
画

整
理
法
の
規
定
に
よ
る
直
接
施
行

に
着
手
し
、
11
月
26
日
に
建
築
物

等
の
除
却
を
終
了
し
ま
し
た
。

　
当
該
地
権
者
か
ら
は
、
現
在
、

仮
換
地
指
定
処
分
の
取
り
消
し
を

求
め
る
行
政
事
件
訴
訟
が
千
葉
地

方
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
て
お
り
、

11
月
13
日
に
第
１
回
口
頭
弁
論
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
本
件
訴
訟
に
つ

い
て
、
担
当
弁
護
士
と
緊
密
に
連

携
を
図
り
な
が
ら
、
遺
漏
の
無
い

よ
う
対
応
す
る
と
と
も
に
、
年
度

内
に
は
当
該
箇
所
の
造
成
工
事
が

完
了
す
る
よ
う
、鋭
意
努
力
し
ま
す
。

　
白
里
海
岸
公
園
は
、
利
用
者
の

減
少
や
施
設
の
老
朽
化
が
著
し
い

こ
と
か
ら
、
公
園
の
全
体
面
積
の

２
割
に
相
当
す
る
５
つ
の
公
園
を

廃
止
す
る
方
針
案
を
取
り
ま
と
め
、

９
月
30
日
に
地
元
地
区
代
表
の

方
々
と
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

　
こ
の
意
見
交
換
の
場
で
は
、
地

元
の
方
々
か
ら
「
さ
ら
に
多
く
の

公
園
を
廃
止
・
集
約
し
、
残
存
す

る
公
園
の
機
能
の
充
実
を
図
っ
て

は
ど
う
か
」
と
い
っ
た
意
見
や
、

「
景
観
や
防
砂
対
策
と
し
て
公
園

内
に
植
栽
さ
れ
て
い
る
松
林
の
保

全
を
図
っ
て
も
ら
い
た
い
」
な
ど

の
要
望
を
い
た
だ
い
た
こ
と
か
ら
、

現
在
、
方
針
案
の
再
検
討
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　
本
市
で
は
、
平
成
28
年
度
に
策

定
し
た
「
教
育
大
綱
」
を
市
の
教

育
・
文
化
の
根
幹
に
位
置
付
け
、

各
種
施
策
を
推
進
し
て
き
ま
し
た

が
、
本
年
度
末
を
も
っ
て
教
育
大

綱
の
対
象
期
間
が
満
了
と
な
る
こ

と
か
ら
、
次
期
大
綱
の
策
定
に
向

け
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
本
年
度
末
を
も
っ
て
計

画
期
間
が
満
了
す
る
「
ス
ポ
ー
ツ

推
進
計
画
」
お
よ
び
「
子
ど
も
読

書
活
動
推
進
計
画
」
に
つ
い
て
も
、

次
期
計
画
の
策
定
に
向
け
、
検
討

委
員
会
や
審
議
会
等
で
検
討
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
市
内
各
小
中
学
校
の
修
学
旅
行

の
実
施
状
況
で
す
が
、
小
学
校
は
、

２
校
が
通
常
の
修
学
旅
行
を
、
１

校
が
２
日
に
分
け
た
日
帰
り
旅
行

を
、
そ
れ
以
外
の
４
校
は
館
山
方

面
へ
の
日
帰
り
旅
行
を
実
施
し
ま

し
た
。
中
学
校
は
、
３
校
全
て
が

旅
行
を
中
止
し
ま
し
た
が
、
高
校

入
試
終
了
以
降
に
代
替
行
事
を
検

討
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
と
伺
っ

て
い
ま
す
。

　
本
年
度
上
半
期
に
お
け
る
大
網

病
院
の
医
業
収
益
は
、
前
年
同
期

と
比
較
し
、
入
院
収
益
が
▲
１
．

２
％
と
な
る
７
１
０
万
３
千
円
の

減
、
外
来
収
益
は
▲
14
．
３
％
と

な
る
６
，
５
２
８
万
２
千
円
の
減
、

全
体
で
７
，
２
３
８
万
５
千
円
の

減
と
な
る
大
変
厳
し
い
経
営
状
況

が
続
い
て
い
ま
す
。

　
特
に
外
来
収
益
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
患
者
数
が
大
き
く
減
少
し
、
収

益
悪
化
は
避
け
ら
れ
な
い
見
通
し

で
す
。

　
現
在
の
感
染
状
況
の
中
で
は
、

今
後
も
厳
し
い
経
営
状
況
が
続
く

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
病
床

稼
働
率
の
向
上
な
ど
に
よ
り
収
益

増
を
図
り
、一
層
の
経
営
改
善
に

努
め
ま
す
。

叙　勲
◇高齢者叙勲
▶瑞宝双光章
〈教育功労〉
内山　和氏

▶千葉県学校体育優良校
　大網中学校
　白里小学校
▶千葉県学校体育功労者
　山本　良雄氏
　（白里中学校長）

　現況届を提出し、認定された
方および令和２年10月中に新規
で認定された方は、１月８日㈮に
２か月分（令和２年11月分・12月
分）、11月中に新規で認定された
方は１か月分（令和２年12月分）
の手当が指定口座に振り込まれ
ます。
　児童扶養手当証書（黄緑色）
に記載してある金融機関の口座
にてご確認ください。
問子育て支援課児童家庭班
　☎０４７５(７０)０３３１

　新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染
が疑われ、療養のために連続４日以上仕事をすること
ができなかった方に傷病手当金を支給していますが、
さらに、令和３年１月１日から令和３年３月31日の期間に
おいても引き続き同様の支援を行います。
　ただし、給与の全部または一部を受けることができる
場合は、傷病手当金の支給額が調整されたり、支給さ
れない場合があります。
▶対象＝市国民健康保険および後期高齢者医療保険
に加入している被用者（給与等の支払いを受けている）
のうち、次に該当する方
・新型コロナウイルス感染症に感染した方
・発熱等の症状があり、感染が疑われる方
・療養のために仕事をすることができない方
▶支給対象日数＝仕事をすることができなくなった日
から起算して４日目以降に仕事をすることができなかっ
た期間のうち就労を予定していた日数
▶支給額＝直近の継続した３月間の給与収入の合計額
÷就労日数×３分の２×支給対象日数（上限があります）

▶適用期間＝令和２年１月１日から令和３年３月31日の
間で療養のために仕事をすることができなかった期間
（ただし、入院が継続する場合等は、最長１年６月まで）
▶提出書類＝別表のとおり

▲大網白里市第６次総合計画の答申手交式

▲はまバス

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た

方
等
に
つ
い
て
、申
請
に
よ
り
保

険
税（
料
）が
減
免
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。減
免
対
象
や
申
請

書
類
等
、詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限
＝
３
月
31
日
㈬

問〈
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
〉

　
税
務
課
市
民
税
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
２
１

　〈
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
〉

　
高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
０
９

〈
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に

つ
い
て
〉

　
市
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
６

　
「
お
薬
手
帳
」
と
は
、
過
去
に

病
院
等
で
処
方
さ
れ
た
薬
の
記
録

を
ま
と
め
る
た
め
の
手
帳
で
す
。

　
薬
の
重
複
服
用
を
防
ぎ
、副
作

用
や
ア
レ
ル
ギ
ー
歴
等
の
情
報
を

知
ら
せ
る
こ
と
で
、適
切
な
治
療

に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、正
確
な
情
報
を
提
供
す

る
た
め
に
、お
薬
手
帳
は
一
冊
に

ま
と
め
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

詳
細
は
、か
か
り
つ
け
の
調
剤
薬

局
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◇
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
上
手

に
利
用
し
ま
し
ょ
う

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発

医
薬
品
）と
は
、新
薬
（
先
発
医

薬
品
）の
特
許
が
切
れ
た
後
、厚

生
労
働
省
の
承
認
を
得
て
、別
の

会
社
が
同
じ
主
成
分
、効
能
で
作

っ
た
薬
で
す
。薬
の
研
究
開
発
費

が
か
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
、新
薬

と
比
較
す
る
と
割
安
の
価
格
と
な

り
ま
す
。

※

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用

す
る
に
は
、処
方
せ
ん
が
必
要

と
な
り
ま
す
。お
薬
手
帳
を
活

用
し
、医
療
機
関
等
の
医
師
や

調
剤
薬
局
の
薬
剤
師
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問
市
民
課
国
保
班
　

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
４

し
、ほ
か
の
健
診
受
診
者
の
結
果

と
併
せ
て
保
健
事
業
に
活
用
し
ま
す
。

・
保
健
事
業
の
充
実
に
よ
り
、健

康
寿
命
の
延
伸
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

・
健
診
結
果
を
提
供
い
た
だ
く
と
、

市
の
特
定
健
診
受
診
率
が
上
が
り

医
療
費
の
適
正
化
や
、国
民
健
康

保
険
税
の
上
昇
の
抑
制
に
つ
な
が

り
ま
す
。

▼
対
象

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

て
、令
和
３
年
３
月
31
日
時
点
で

40
歳
か
ら
74
歳
の
方

・
令
和
２
年
度
に
勤
務
先
の
健
康

診
断
を
受
け
た
方
や
、市
の
健
診

以
外
で
検
査
を
し
た
方

▼
提
出
し
て
い
た
だ
く
も
の

①
健
診
結
果
の
コ
ピ
ー

②
受
診
票（
質
問
項
目
、身
長
、

体
重
、腹
囲
を
記
入
）

　
紛
失
等
に
よ
り
お
手
元
に
無
い

場
合
は
、市
民
課
ま
で
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
方
法
＝
市
民
課
国
保
班
に

直
接
提
出
ま
た
は
郵
送

問
〒
２
９
９-

３
２
９
２

　
大
網
白
里
市
大
網
１
１
５ｰ

２

　
市
民
課
国
保
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
４

◇
健
診
結
果
の
提
出
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

　
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、40
歳

以
上
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

を
対
象
に
、特
定
健
康
診
査
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　
対
象
者
の
中
で
、昨
年
の
４
月

１
日
以
降
に
勤
務
先
の
健
康
診
断

を
受
け
た
方
や
、治
療
な
ど
に
よ

り
定
期
検
査
を
受
け
て
い
る
方
等

で「
特
定
健
診
」と
同
等
の
項
目

を
実
施
し
て
い
る
方
は
、そ
の
結

果
を
市
に
提
出
し
て
い
た
だ
く
よ

う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

〈
提
出
を
お
願
い
す
る
理
由
〉

・
提
出
い
た
だ
い
た
結
果
を
保
存

　
今
年
度
の
健
康
ポ
イ
ン
ト
事
業

で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
、
健
康
・
介

護
予
防
事
業
が
中
止
に
な
る
等
、

チ
ャ
レ
ン
ジ
Ｂ
の
達
成
が
難
し
い

状
況
で
す
。

　
そ
こ
で
、
今
年
度
に
限
り
、
ポ

イ
ン
ト
達
成
を
応
援
す
る
た
め
、

ク
イ
ズ
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、
正
解

し
た
方
に
ポ
イ
ン
ト
を
差
し
上
げ

ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
達
成
を
諦
め
て

い
た
方
、
ぜ
ひ
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て

く
だ
さ
い
。

〈
ク
イ
ズ
〉

Ｑ
１
．成
人
女
性
の
食
塩
摂
取
量

の
目
標
は
、１
日
に
何
ｇ
未
満
？

① 

12.5
ｇ 

② 

8.0
ｇ
　 

③ 

6.5
ｇ

Ｑ
２
．１
日
８
，
０
０
０
歩
の
早

歩
き
は
、
75
歳
以
上
の
方
の
高
血

圧
・
糖
尿
病
等
の
メ
タ
ボ
予
防
に

な
る
。

① 

〇
　

② ×Ｑ
３
．フ
レ
イ
ル
と
は
、
年
齢
に

と
も
な
い
筋
力
や
心
身
の
活
力
が

低
下
し
た「
虚
弱
」の
状
態
を
い
う
。

① 

〇
　

② ×

Ｑ
４
．大
網
白
里
市
の
65
歳
以
上

人
口
の
割
合
は
？

① 

20
％
　

② 

32
％
　

③ 

51
％

Ｑ
５
．歯
周
病
を
治
療
す
る
こ
と

で
、
糖
尿
病
が
改
善
す
る
こ
と
は

な
い
。

① 

〇
　

② ×
※

２
問
以
上
の
正
解
で
チ
ャ
レ
ン

ジ
Ｂ
の
ポ
イ
ン
ト
１
つ
、
４
問

以
上
の
正
解
で
ポ
イ
ン
ト
２
つ

差
し
上
げ
ま
す
。

　
応
募
の
際
に
、
窓
口
で
回
答
を

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
・
問
健
康
増
進
課
健
康
増
進
班

　
☎
０
４
７
５（
７
２
）８
３
２
１

　
今
年
度
の
新
規
申
込
は
１
月
末

が
締
切
で
す
。受
診
期
間
は
３
月

末
ま
で
で
す
が
、１
月
〜
３
月
は

毎
年
受
診
者
が
増
え
ま
す
。期
限

ま
で
に
受
け
ら
れ
ず
、自
費
で
の

受
診
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、早
め
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象
＝
令
和
３
年
４
月
１
日
時

点
で
50
歳
以
上
の
偶
数
年
齢
の
方

※

来
年
度
は
対
象
者
か
ら
外
れ
て

　
対
象
者
に
は
個
別
通
知（
紫
色

の
予
診
票
）で
４
月
に
お
知
ら
せ

し
て
い
ま
す
。次
の
要
件
に
該
当

す
る
方
は
個
別
通
知
を
し
て
い
ま

せ
ん
の
で
、連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で
、

心
臓
・
腎
臓
、呼
吸
器
の
機
能
ま

た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に

よ
る
免
疫
機
能
に
身
体
障
害
１
級

相
当
の
障
害
の
あ
る
方
で
23
価
肺

炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン（
ニ
ュ
ー
モ
バ

ッ
ク
ス
）を
受
け
た
こ
と
が
無
い
方

　
接
種
は
市
内
お
よ
び
県
内
の
相

互
乗
り
入
れ
に
加
入
し
て
い
る
医

療
機
関
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

▼
対
象
外
＝
す
で
に
23
価
肺
炎
球

菌
ワ
ク
チ
ン（
ニ
ュ
ー
モ
バ
ッ
ク

ス
）を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
方

※

脾
臓
摘
出
手
術
を
受
け
た
場
合

は
保
険
適
用
に
な
り
ま
す
。

問
健
康
増
進
課
健
康
増
進
班

　
☎
０
４
７
５（
７
２
）８
３
２
１

し
ま
い
ま
す
の
で
、今
年
度
必

ず
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
胃
内
視
鏡
検
診
の
流
れ

①
電
話
等
で
申
し
込
む

②
問
診
票
が
届
く

③
指
定
医
療
機
関
へ
予
約

④
受
診
　

▼
自
己
負
担
金
＝
３
，０
０
０
円

（
医
師
の
判
断
で
細
胞
診
が
必
要

な
場
合
は
保
険
診
療
分
が
加
算
と

な
り
ま
す
）

▼
指
定
医
療
機
関
＝
大
網
病
院
、

う
じ
は
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク
、ま
す
ほ

内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

申・問
健
康
増
進
課
健
康
増
進
班

　
☎
０
４
７
５（
７
２
）８
３
２
１

ね ん き ん ナ ビ

　国民年金は、年をとったとき、いざという
ときの生活を、現役世代の皆さんで支える
制度です。
　若いときに公的年金に加入して保険料
を納めることで、「年をとったとき」、「病気や
けがで障がいが残ったとき」、「家族の働き
手が亡くなったとき」に年金を受け取ること
ができます。
◇ポイント
①将来の大きな支えです
　国民年金は、20歳から60歳まで加入し、
保険料を納める制度です。国が責任を持っ
て運営し、年金の給付は生涯にわたり保障
されます。
②老後のためだけではありません
　国民年金は、年をとったときの「老齢年
金」のほかに、病気や事故で障がいが残っ
たときに受け取れる「障害年金」、加入者が
死亡した場合にその加入者により生計を
維持されていた遺族（子のある配偶者や

子）が受け取れる「遺族年金」があります。
◇学生納付特例制度と納付猶予制度
〈学生納付特例制度〉
　学生で、本人の所得が一定額以下の場
合に国民年金保険料の納付が猶予される
制度です。
　対象となる学生は、学校教育法に規定
する大学、大学院、短期大学、高等学校、
高等専門学校、専修学校および各種学校
（修業年限１年以上である課程）、一部の
海外大学の日本分校に在学する方です。
〈納付猶予制度〉
　学生でない50歳未満の方で、本人と配偶
者の所得が一定額以下の場合に国民年金
保険料の納付が猶予される制度です。
問千葉年金事務所　　
　☎０４３（２４２）６３２０
　市民課高齢者医療年金班
　☎０４７５（７０）０３３６

「～新成人の皆さんへ～20歳になったら国民年金」

千葉県学校
体育優良校・
功労者

令和２年度

児童扶養手当を
受給されている方へ

傷病手当金の適用期間を延長します

●提出書類

国民健康保険に加入の方

国民健康保険傷病手当金
支給申請書
①世帯主記入用
②被保険者記入用
③事業主記入用
④医療機関記入用

後期高齢者医療傷病手当金
支給申請書
①被保険者記入用
　（様式第２９号の2）
②被保険者記入用
　(様式第２９号の3）
③事業主記入用
④医療機関記入用 

※対象者によって必要な申請書が異なりますので、事前にご相談ください。
※申請書は市ホームページに掲載しています。
※郵送でも受け付けます。

後期高齢者医療保険に
加入の方

～１月は児童扶養手当の支払期～

申・問市民課国保班　☎０４７５（７０）０３３４
　市民課高齢者医療年金班　☎０４７５（７０）０３３６

12
月
３
日
か
ら
23
日
ま
で
、市
議
会
第
４
回
定
例
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

開
会
日
に
市
長
か
ら
事
務
報
告
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、概
要
を
掲
載
し
ま
す
。

な
お
、可
決
議
案
等
の
詳
細
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

当
面
す
る
諸
案
件
を
報
告

大
網
白
里
市
議
会
第
４
回
定
例
会
　
市
長
事
務
報
告

財

政

総
合
計
画

防

災

駅
周
辺
整
備

白
里
海
岸
公
園

大
網
病
院

教

育

福
祉・健
康
づ
く
り

公
共
交
通

企
業
誘
致

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
減
免
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

お
薬
手
帳
を
持
ち
ま
し
ょ
う

特
定
健
診
以
外
の
健
診
を
受
け
た
方
へ

健
康
ポ
イ
ン
ト
達
成
応
援
！

ク
イ
ズ
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
！

胃
内
視
鏡
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
予
防
接
種（
定
期
接
種
）

№645 2021.1.13 №6452021.1.1 2


